
一戸ぢ告示第 １３号

令和 ８年 ２Ｊｊ　２　日

１　 工事概要

（１）工 事名

（２）工事場所

（３）工事Ｆり容

条件付一般競争入札か告

ぢ道中ＮＸＸ線ほか道路改良工事

二‾戸郡一Ｆぢ一戸宇向Ｆ地内

①施工延長

②土工

③ゴング リー トバ ロック積み工

④側溝工

⑤舗装工

⑥構造物撤＝鼓工

（４）工　　 期　　 １９６日笥

ｉ七氈、
一戸社長　小蒭寺　 美　 を一手

和む

Ｌ＝　 ２１ ７． ８ｍ

Ｎ＝　　 １． ０式

Ａ＝　　 ６９．０㎡

Ｌ＝　 ３２８． ０ｍ

Ａ＝　 １， ０４ ７． ０這

Ｎ＝　　 １． ０式

２　 入札予定 日　　 令ね ８年 ２ｊ　１７　日（火）　　 午前 １０ 時００分

会場　岩手県二や郡一万む高参考宇大ＪＩ Ｉ鉢 ２４ 番地９

一‾評ち役場庁舎　　 ３階　大会議室

３　 入札参加資格

（１）一戸ゆミＪや１ に圭たる営業所を有する者で、 令和 ７・ ８年度ぢ営を数工事請負資格者名簿にを

録か おり 、土木工事のを録が２ 級の者。

迄　次にｍげる苓Ａ牛を満たしているこ と。

①　竟方自治法施訝令 （９加２２年政令第１６倚）第 １６７条の４第１ 項の規定に該当しない者

であ るこ と。

②　隻数業法 （司、和 ２４ 年法律第 １００哘）第 ３条第１ 項の規定によ るたｊ］‘を受けているこ

と。



③　を数業恚第２７条の２３第 ２項］に規定する 経宮本項審査 （総合評定値を取得してい るもの

に甄る。 ）の割効弗］ 間（経售事項畜をの審査ま市日 から １年 ７ＪＩ） を経るしていないこ

と。

④　会社更生法（平成 １４ 年伍律第 １５４そ）にまづ きぞ生手続回始の 申立てが なさ れて いる

者又は只事再生法 （平成１１年法律第２２５ そ） に基づき 再生手続開始の中 をてがな されて

いる者（ただ し、 更生手続叉は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けてい

る場合を除く 。） でないこ と。

⑤　条件嫣一般競争入社参加資４さ確認黝獵Ｔ簒の中獵の 日から落札決定の 日までの期笥に、次

のいずれかに該肖 していないこ と。

ア　 ぢ営建Ｒ工事に係 る指名停止等措置ま市 （平成１５年 １１　Ｊｊ　２５　日制 定。 賢、下「措置Ｘ

市」 とい う。 ）及び県営建設工事に係る 指名停止等措置基準（平成 ７年 ２Ｊ１９ 日岩手県

覬定）にｔづく措佑麝止又は文書警告を受けている者であるこ と。

イ　 建鼈業法第２８条第３ 項又は第 ５項の規定に より 対象工事に対応する業種について岩

手県において営業の停止を命ぜ られた者で、 申請の日 から落札決定の日 までの間にその

処分の期間が経過 していない者であるこ と。

⑥　条件付一鼈競争入社参加資格確嘉中禁書の提■日 現在において措ｔ嵬市にまづく ウこ書警

告を受けてから１ 大ｊ を経るしているこ と。

⑦　 １に示し た工事に ２に示す入札 日ま でに雇用 して いる 者を 主任技術者と してＥ置 できる

こと。

⑧　 ぢ税の滞納がない こと。

⑨　八下に定めるＳ出の義務をぽ行していない者 （当該ｇｍの義務がない希を除 く。 ）でな

いこ と。

・せ康イ宋険法（大ｉＥ　１１ 年法律第 ７０ 昜） 第４８条の規定に よる届胝の義務

・厚生年を保険法 （９和２９年悵律第１ １５ そ） 第２７条の規定に よる 届㈹、の 義務

・雇篦保険法 （昭和４９年法律第１ １６ そ） 第７ 条の規定によ る届ｍの義務

４　 照会先　郵便番倚０２８－５３１１　岩手県二Ｆｇ一戸ぢ高谷寺字大川鉢 ２４ 番丿胞９

一‾四χ地域整備課　電話番昜０１ ９５－３３－４８５３

５　 入札説獸書の配付期間‾乱び髱付揚所　 令私 ８年 ２ｊ　２日 （ＪＩ） から 令和 ８年 ２１ ６日 （を）ま

での一戸ぢの休日 に関する 条例 （平成２ 年一戸Ｆ条例第８ 号） に規定す る一ＦＦの休 日（以下

「休 日」 とい う。 ）を 除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か ら‾ｉＥ午ま で蓼、び午後 １時から午後 ５時まで、４

の場所で交付。

６　 串京書類　一戸Ｆｔ域整備ｔが祉付す る条件付一般競争入札参加資格確認 申請書（驚営朧設

工事の請負契約に係る 条件付一般競争入札実施要領（平成 ２４ 年一‾四χ告示第 ９７ 号。 以下 「要

領」 とい う。 ）様式第 ２号）を提出する もの とす る。



７　 髱吭期回並びに髱付揚所‾瓦び申請書類の提ｉ４所　令鵝８年 ２ｊ ２日 （Ｊｊ） から令和 ８年２

１６ 日（を） までの休 日を除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か ら‾を午まで‾乱び午後Ｔい晦から午後 ５時ま

で、 ４の場所に持参の うえ、１ 部を提出する こと とし、郵送に よる提出は認めない。

８　 設計巡書の回覧‾瓦び責ｍ　令加 ８年 ２Ｊ］２ 日（ｊ） から令和 ８年 ２天１　１６　日（ｊｊ ）ま での休

日を除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か らｊＥ午まで八び午後 １毀から午後 ５時まで、４ の場所で覗覧八

び貸 しｍ しをする。貸 しｍ しは、１ 者当 たり ２　毀間 とす る。

９　 入札の無効　 このぬ告に示 した入札参加資格のない者のした入札、 入礼者に求め られる義務

を履行しなかった者の した入札、そ の他入札に関する 条件に違反した入札は、無効と する。

１０　 その他

（１）手続においてを用する言語‾反び大賢は日 本語八び 日本国ぷ責と する。

（２）入札縦証金は免除す る。

（３）契刪保証をは契櫛額の１００ 忸の １０ ｐ、上の額を納イ才するこ と。 ただ し、 一‾戸鴈丁財務規鶚

（昭和５０年一‾Ｆ剛規則第１７そ）第 １３２条第１ 項各号に掲げ る杜ｔＷこの提供 をも って契め保簒Ｅ

金の納付に代える こと ができる。ま た、 一‾Ｆｙ財務規ｍ第１３１ 条第 １倚又は第２ 昜に掲げる

場合は、 契剔保証金の納付を免除する。

（４　 本工事は、予定価格を事後ぬ表 とするこ と。

（５）入社毀に積算の 内訳 （数ま、 単価八び金額）を 獸ちかに した 工市費Ｆ大丿 訳害 （要領様式第７

昜） を提ｉす るこ と。 工事費内訳書 と第 １回 目の入札害の金額は一致さ せる こと とし、一致

しない場合は宍格 とな るこ と。 なお、入札と 鶚毀に工事費 Ｆ大ｌ訳書を提ｍでき ない場合は、肖

該入札に参加でき ない こと。

（６）６ の書類にま偽の記載を した者に対し ては、措・ま準にぷづ き、 措ネ 停止 の措置を行うこ

とが ある。

（７）６ の書類の提ｍ者には、 条イキイ才一般競争入札参加資本き確售結束Ｓ加書（ｔ領様式第６ そ）

を令和８年２　ｙｘ　１３　日（金） までに送付する。

（８）３ の入社参加資格を満た している者であっても、不止又は不誠実な行為があった場合、経
営状況が著し く不を兔であ ると 認め られる場合等にあ って は、 参加資格を認めないこ とがあ

る。

（９）入札参加資格が ない と認 めら れた 申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結ＪＲ自加害

によ り３加の あっ た日 から令和 ８年 ２ｊ　１６ 日（ｙｘ）ま での 間、 書面 （様式任意） によ りそ

のを甄の説明を求める こと ができる。

罔　その他售細については　一Ｆぢ加減を備簇が祉イ才する条件イ才一般競争入社説鴉書八び条件

付一般競争入札心得に よる。


